
施策名 内容
該当
条項

方法 内容
実施日
期間

1 北本市地域防災計
画

本市の地域に係る防災に関し、
市の処理すべき事務又は業務を
中心として、防災関係機関が処
理する事務又は業務を包含する
基本的かつ総合的な計画を定め
る。

１号
附属機関等
の開催

防災会議の開
催

R5.11.15
R6.3.19

くらし安全課
危機管理・消防防

災担当

2 アンケートの
実施

市民・事業者を
対象とした温室
効果ガス削減
等に関する意
識・実態調査

R5.6～7

3 附属機関等
の開催

北本市環境審
議会の開催

R5.9.28
R5.10.20
R6.1.19

4
北本市第七期障害
福祉計画及び北本
市第三期障害児福
祉計画

障害福祉サービスの提供体制の
確保その他の業務の実施に関す
る計画（障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するた
めの法律第88条第1項の規定に
基づく障害福祉計画及び児童福
祉法第33条の20第1項の規定に
基づく障害児福祉計画）を策定
する。

１号
附属機関等
の開催

北本市第七期
障害福祉計画
及び北本市第
三期障害児福
祉計画策定委
員会の開催

R5.8.9
R5.10.30
R5.11.20
R6.2.15

障がい福祉課
相談支援担当

5
北本市高齢者福祉
計画２０２４・第９期
介護保険事業計画

老人福祉法及び介護保険保健
法に基づき、高齢者施策に関す
る基本的な目標を設定し、その
実現に向けた施策全般を明らか
にするとともに、介護保険サービ
ス費や介護保険事業費等の見
込み等を明らかにするための計
画を策定する。

１号
附属機関等
の開催

北本市高齢者
福祉計画２０２
４・第９期介護
保険事業計画
策定委員会の
開催

Ｒ5．7．7
Ｒ5．8．30
Ｒ5．10．13
Ｒ6．1．30

高齢介護課
高齢者福祉担当

介護担当

6
北本市子どもの権
利に関する行動計
画

子どもの権利に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するた
め、子どもの権利に関する行動
計画を策定する。

１号
附属機関等
の開催

北本市子ども
の権利委員会
の開催

R5.6.7
R5.8.8
R5.10.2
R6.1.19

子育て支援課
児童相談担当

7 附属機関等
の開催

北本市子ども・
子育て会議の
開催

R5.10.2
R6.1.12
R6.2.20

8 アンケートの
実施

子育てに関す
る実施やニー
ズ調査

R6.3

第三期北本市子ど
も・子育て支援事業
計画（案）

子ども・子育て支援法に基づき、
教育・保育及び地域子ども・子育
て支援事業の提供体制の確保
等のための計画を定める。

　
保育課

保育担当

令 和 ５年 度 市 民 参 画 手 続 実 績 一 覧

No

市民参画対象施策 市民参画手続

担当課

第5次北本市地球
温暖化対策実行計
画

ゼロカーボンシティ表明に伴い、
より一層の市内の温室効果ガス
削減を目指すことを目的として、
市内全域の住民や企業などを対
象として、地球温暖化対策実行
計画を改定する。

環境課
環境政策・保全担

当
１号

１号
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9
第二期北本市健康
増進計画・食育推
進計画・歯科口腔
保健推進計画

市民一人ひとりの主体的な健康
づくりと、個人の取り組みを支援
できる社会づくりの推進に関する
基本的な計画を策定する。

１号
附属機関等
の開催

北本市健康・体
力づくり市民会
議の開催

R5.10.17
R5.11.22
R6.2.1

健康づくり課
健康増進担当

10 第二期北本市自殺
対策推進計画

自殺対策基本法に基づき、自殺
対策推進計画を策定する。

１号
附属機関等
の開催

北本市健康・体
力づくり市民会
議の開催

R5.10.17
R5.11.22
R6.2.1

健康づくり課
保健予防担当

11

北本市国民健康保
険データヘルス計
画及び北本市特定
健康診査等実施計
画

国民健康保険被保険者の健康
に資する保健事業の実施計画及
び特定健康診査等の実施方法を
定める計画を一体的に策定す
る。

１号
附属機関等
の開催

北本市市町村
の国民健康保
険事業の運営
に関する協議
会の開催

R5.8.9
R5.11.10
R6.2.13

保険年金課
国民健康保険担

当

12 マンション管理適正
化推進計画

マンションの管理の適正化の推
進に関する法律の令和4年4月1
日改正法施行で規定された、マ
ンション管理適正化推進計画の
策定を行う。

１号
市民説明会
の開催

北本市マンショ
ン管理適正化
推進計画案の
説明会の開催

R5.11.15
R5.11.26

都市計画政策課
営繕・住宅

担当

13 第２次北本市子ども
読書活動推進計画

「子どもの読書活動の推進に関
する法律」を受け、国と県の計画
との整合性を取りながら、子ども
読書活動にかかる施策を総合的
に推進するために策定する計
画。

１号
附属機関等
の開催

北本市図書館
協議会の開催

R5.10.24
R6.1.25

生涯学習課
生涯学習担当

14 第四次北本市生涯
学習推進計画

生涯学習行政を総合的に推進す
るための施策の方向を明らかに
し、市民にとって生涯学習がより
身近となることを目指し策定する
計画。

１号
附属機関等
の開催

社会教育委員
の会議の開催

R5.5.31
R6.2.2

生涯学習課
生涯学習担当

15
北本市文化セン
ター大規模改修基
本計画

開館から40年が経過し、老朽化
の進む文化センターは、大規模
改修が必要な時期を迎えてい
る。改修後の施設のあり方や機
能等のほか、大規模改修の基本
的な考え方を定める計画。

４号
附属機関等
の開催

北本市公民館
等運営審議会
の開催

R6.2.15
R6.3.26

生涯学習課
生涯学習担当
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